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青森県開発行為許可事務要綱

（趣旨）

第１ この要綱は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という 、都。）

市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「政令」という ）及び都市計画法。

施行規則（昭和４４年建設省令第４９号。以下「省令」という ）に基づく開発行為の。

許可等に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

（開発行為許可申請書の添付図書）

、 （ 「 」 。）第２ 知事は 法第２９条第１項又は第２項の規定による許可 以下 開発許可 という

を受けようとする者（以下「許可申請者」という ）並びに法第３４条の２第１項の規。

定による開発行為の協議（以下「開発協議」という ）をしようとする者（以下「協議。

者」という ）に対し、法第３０条第１項に規定する申請書、同条第２項に規定する書。

面及び図書並びに省令第１７条第１項に定める添付図書のほか、次の各号に掲げる図書

を提出させるものとする。

(1) 法第３３条各号（第１４号を除く ）に規定する基準に適合していることを示す。

図書。ただし、第１２号及び第１３号の基準に適合していることを示す場合にあっ

ては、次の表に掲げるものとする。

１ 第１２号の基準に適合していること (1) 申請者の資力及び信用に関する調書

を示す書類（許可申請者及び協議者が （様式１）

国、県、市町村その他資力及び信用に (2) 申請者の住民票抄本（法人の場合は

ついて知事が特に調査する必要がない 商業登記簿謄本）

と認めた者である場合には省略でき (3) 申請者の所得税及び個人事業税の前

る ） 年における納付すべき額及び納付済額。

を証する書面（法人の場合は法人税及

び法人事業税の前事業年度における納

）付すべき額及び納付済額を証する書面

２ 第１３号の基準に適合していること (1) 工事施行者の能力に関する調書（様

を示す書類 式２）

(2) 工事施行者の住民票抄本（法人の場

合は商業登記簿謄本）

(3) 工事施行者が建設業法（昭和２４年

法律第１００号）第３条第１項の規定

による建設業の許可を受けていること

を証する書類
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(2) 市街化調整区域内において開発行為をしようとする場合にあっては、法第３４条

各号（第１３号を除く ）のいずれかに該当することを示す図書。

(3) 省令第１６条第５項に規定する資金計画書の科目の基となる書類

(4) 地積測量図（開発区域の面積を明示した図面）

(5) 開発区域に係る土地登記簿謄本及び公図の写し

(6) 開発審査会に付議するための次の表に掲げる図書（法第３４条第１４号に該当す

る場合に限る ）。

開発審査会に付議するための図書 (1) 開発審査会付議申請書（様式３）

(2) 開発区域位置図

(3) 開発区域区域図

(4) 土地利用計画図

(5) 造成計画断面図（２方向）

(6) 開発区域内において予定される建築

物又は第一種特定工作物の平面図及び

２面以上の立面図（縮尺１００分の１

以上のもの）

（設計説明書）

第３ 省令第１６条第２項に規定する設計説明書は、様式４によるものとする。

（開発行為の施行等の同意書）

第４ 知事は、許可申請者及び協議者に対し、省令第１７条第１項第３号に規定する相当

数の同意を得たことを証する書類として、次の各号に掲げる書類を提出させるものとす

る。

(1) 開発行為の施行等の同意書（様式５）

(2) 同意者の印鑑登録証明書

（設計者の資格）

第５ 知事は、許可申請者及び協議者に対し、省令第１７条第１項第４号に規定する資格

を有する者であることを証する書類として、設計者の資格に関する申告書（様式６）及

び必要書類を提出させるものとする。

（開発許可に係る変更申請書）

第６ 法第３５条の２第２項の規定による申請書は、様式７によるものとする。
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（開発協議に係る変更協議書）

第７ 法第３４条の２第１項の規定による変更の協議書は様式８によるものとする。

（開発許可及び開発協議に係る変更届出）

第８ 知事は、法第３５条の２第３項（法第３４条の２第１項において準用する場合を含

む ）の規定による届出の届出者に対し、開発行為変更届出書（様式９）及び変更の内。

容を示す図書を提出させるものとする。

（既存の権利者の届出）

第９ 知事は、法第３４条第１３号の規定により届出をする者に対し、既存の権利届出書

（様式１０）及び土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を証する書類（農地転

用にかかるものについては農地転用許可書を含む ）を提出させるものとする。。

（工事完了の届出等の添付図書）

第１０ 知事は、法第３６条第１項の規定により届出をする者に対し、省令第２９条に規

定する工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書及び次の各号に掲げる図書を提出さ

せるものとする。ただし、公共施設工事完了届出書については、第２号の図書を省略す

ることができる。

(1) 付近見取図

(2) 土地利用計画図

(3) 届出に係る工事に着手した時及び当該工事が完了した時における開発区域の状況

が確認できる写真及び当該工事の施行状況確認できる写真

(4) 開発区域及び開発行為に関する工事により公共施設を設置した場合にあっては、

公共施設を設置した土地の登記簿謄本及び公図の写し

（工事完了公告）

第１１ 法第３６条第３項の規定による工事の完了の公告は、青森県報に登載して行うも

のとする。

（工事完了公告前の建築等の承認申請）

第１２ 知事は、法第３７条第１号の規定による承認を受けようとする者に対し、工事完

了公告前の建築（建設）承認申請書（様式１１）及び次の各号に掲げる図書を提出させ

るものとする。

(1) 付近見取図

(2) 建築又は建設しようとする土地の区域（以下「承認申請区域」という ）を明示。
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した土地利用計画図

(3) 建築物又は特定工作物の配置図（縮尺３００分の１以上のもの）

(4) 建築物又は特定工作物の平面図及び２面以上の立面図（縮尺１００分の１以上の

もの）

(5) 承認申請区域の現況写真

(6) 承認申請区域に係る土地登記簿謄本及び公図の写し

(7) 承認申請区域の面積を明示した図面

（工事の廃止の届出書の添付図書）

第１３ 知事は、法第３８条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出の届出者に

対し、省令第３２条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出書及び次の各号に

掲げる図書を提出させるものとする。

(1) 当該開発行為に関する工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類

(2) 工事に着手している場合には、当該工事の廃止に係る土地の区域（以下「廃止区

域」という ）の現況図（縮尺２５００分の１以上のもの）。

(3) 廃止区域を明示した図面（縮尺１０００分の１以上のもの）

(4) 工事に着手している場合には、工事に着手した時及び当該工事を廃止した時にお

ける廃止区域の状況が確認できる写真及び当該工事の施行状況が確認できる写真

（建築物の特例許可の申請）

、 、第１４ 知事は 法第４１条第２項ただし書の規定による許可を受けようとする者に対し

建築物の特例許可申請書（様式１２）及び次の各号に掲げる図面を提出させるものとす

る。

(1) 付近見取図

(2) 許可を受けようとする土地の区域（以下「許可申請区域」という ）を明示した。

土地利用計画図

(3) 建築物の配置図（縮尺３００分の１以上のもの）

(4) 建築物の平面図及び２面以上の立面図（縮尺１００分の１以上のもの）

(5) 許可申請区域の存する土地の登記簿謄本及び公図の写し

(6) 許可申請区域の面積を算出した図面

（予定建築物以外の建築物等の建築等の許可申請）

第１５ 知事は、法第４２条第１項ただし書の規定による許可を受けようする者に対し、

予定建築物以外の建築物等の建築等の許可申請書（様式１３）及び第１４各号に掲げる

図面を提出させるものとする。
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（建築物の新築等の許可の申請書及び協議書の添付図書）

第１６ 知事は、法第４３条第１項の規定による許可を受けようとする者並びに法第４３

条第３項の規定による協議をしようとする者に対し、省令第３４条第２項に規定する図

面及び次の各号に掲げる図書を提出させるものとする。

(1) 都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「政令」という ）第３６。

条第１号の規定する基準に適合していることを示す図書

(2) 政令第３６条第１項第３号イからホまでのいずれかに該当することを示す図書

(3) 第１４第３号から第６号までに掲げる図書（この場合において、第１４第３号及

び第４号中「建築物」とあるのは、建物又は第一種特定工作物」と読み替えるもの

とする ）。

(4) 開発審査会に付議するための次の表に掲げる図書（政令第３６条第１項第３号ホ

に該当する場合に限る ）。

開発審査会に付議するための図書 (1) 開発審査会付議申請書（様式３）

(2) 付近見取図

(3) 開発区域区域図

(4) 敷地現況図

(5) 建築物又は第一種特定工作物の平面

図及び２面以上の立面図（縮尺１００分

の１以上のもの）

（開発許可に基づく地位の承継）

第１７ 知事は、法第４４条の規定による開発許可に基づく地位の承継を受けようとする

者に対し、開発許可に基づく地位の承継届出書（様式１４）及び次の各号に掲げる書類

を提出させるものとする。

(1) 相続人の場合、戸籍謄本又は届出者と開発許可者との関係を証する書類

(2) 法人の場合、合併前である開発許可者との関係を証する書類

第１８ 知事は、法第４５条の規定による開発許可に基づく地位の承継を受けようとする

者に対し、開発許可に基づく地位の承継承認申請書（様式１５）及び次の各号に掲げる

書類を提出させるものとする。

(1) 土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証す

る書類

(2) 省令第１６条第５項に定める資金計画書

(3) 第２第１号の表に掲げる書類
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（開発登録簿）

、 。第１９ 省令第３６条第１項に規定する開発登録簿の調書は 様式１６によるものとする

第２０ 知事は、法第４７条第５項の規定により開発登録簿の写しを請求しようとする者

に対し、開発登録簿の写し交付申請書（様式１７）を提出させるものとする。

（標識の設置）

第２１ 法第８１条第３項の標識は、様式１８によるものとする。

（開発行為又は建築に関する証明書の交付申請）

第２２ 知事は、省令第６０条の規定による証明書（法第５３条第１項の規定に適合して

いることを証するものを除く。以下同じ ）の交付の申請があったときは、その計画が。

法第２９条第１項若しくは第２項、第３５条の２第１項、第４１条第２項、第４２条、

第４３条第１項の規定に適合しているときは、当該証明書の交付を申請した者に対し様

式１９による証明書を交付するものとする。

２ 知事は、前項の証明書の交付を受けようとする者に対し、様式１９による交付申請書

及び次に掲げる図書を提出させるものとする。

(1) 付近見取図

(2) 建築物又は特定工作物の配置図（縮尺３００分の１以上のもの）

(3) 建築物又は特定工作物の平面図及び２面以上の立面図（縮尺１００分の１以上の

もの）

(4) 申請に係る土地の面積を算出した図面

(5) 申請に関する計画が法第２９条第１項若しくは第２項、第３５条の２第１項、第

４１条第２項、第４２条又は第４３条第１項の規定に適合していることを証する図

書

（身分証明書）

第２３ 法第８２条第２項の証明書は、様式２０によるものとする。

（書類の経由）

第２４ 法第３章第１節（法第４７条を除く ）の規定により知事に提出する許可又は承。

認に係る申請書、協議書並びに届出書（以下、申請書等という ）は、当該申請書及び。

建築物の建築その他の行為をしようとする土地の区域を管轄する市町村長及び地域県民

局長を経由するものとする。

２ 市町村長及び地域県民局長は、前項の規定による申請書等のうち、許可申請書及び協
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議書が提出された場合には、副申書（様式２１）により副申するものとする。

（書類の提出部数）

第２５ 法第３章第１節（法第４７条を除く ）の規定により知事に提出する許可又は承。

認に係る申請書及び協議書の提出部数は、正本１部及び副本３部とする。

２ 法第４７条第５項の規定により知事に提出する開発登録簿の写し交付申請書の提出部

数は、正本１部とする。

３ 第２第１項第６号及び第１６第１項第４号の規定により知事に提出する開発審査会に

付議するための書類の提出部数は、１０部とする。

４ 第８、第１０、第１３及び第１７の規定による届出書の提出部数は、正本１部及び副

本２部とする。ただし、第１０においては上記で提出するほかに第１０第２号に掲げる

図面１部を提出すること。

５ 第２２第１項に規定する証明申請書の提出部数は、正本１部及び副本１部とする。

附 則

１ この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。
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様式１

申請者の資力及び信用に関する調書

都市計画法第３３条第１項第１２号の規定による資力及び信用については、下記のとおりです。

記

１ 設 立 年 月 日 年 月 日 ２ 資 本 金 千円

３ 法令による登録等

４ 従 業 員 数 人（うち土木建築関係技術者 人）

法人税又は所得税 事 業 税
５ 前 年 度 納 税 額

千円 千円

６ 前 年 度 事 業 量 千円 ７ 資 産 総 額 千円

７ 主なる取引金融機関

８ 面積 許認可年月日 工事着手完了工事の名称 工事施行者 工事施工場所
（㎡） 番 号 年 月

宅 年 月 日 年 月着手
地 第 号 年 月完了
造 年 月 日 年 月着手
成 第 号 年 月完了

年 月 日 年 月着手

（

開 第 号 年 月完了
発 年 月 日 年 月着手
行 第 号 年 月完了
為 年 月 日 年 月着手

第 号 年 月完了
）

経 年 月 日 年 月着手
歴 第 号 年 月完了

（注）１．この申告書は、主として、自己の居住の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建
築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供する目的で行う開発行為（１ｈａ未満）は必
要ありません。

２ 「３」欄は、宅地建物取引業法による宅地取引業者の免許、建築業法による建設業者の登．
録、建築士法による建築士事務所の登録等について記入して下さい。

（添付図書）

１．法人にあっては、前事業年度における法人税及び法人事業税に関する納税証明書。

２．個人にあっては、前年における所得税及び個人事業税に関する納税証明書。

３．法人にあっては、商業登記簿の謄本（個人の場合は住民票の写し 。）
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様式２

工事施行者の能力に関する調書

、 。都市計画法第３３条第１項第１３号の規定による工事施行者の能力については 下記のとおりです

記

工事施行者の住所１
氏 名 又 は 名 称

２ 設 立 年 月 日 年 月 日 ３ 資 本 金 千円

４ 登録 年 月 日 第 号
建 設 業 法 に よ る 国土交通大臣

建 設 業 者 登 録 知 事

建設業法第２６条に

５ よる主任技術者・

住 所 氏 名

事 務 技 術 労 務 計

６ 従 業 員 数

人 人 人 人

７ 主なる取引金融機関

職 名 氏 名 年 令 在社年数 資格、免許、学歴、その他８

技

術

者

略

歴

の別 施 行 場 所 面 積 許認可年月日 完了年月日
９ 注文主の氏名又は 元請

名 称 下請

宅

地

造

成

工

事

施

行

経

歴

（注）１．この申告書は、主として、自己の居住の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建
築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供する目的で行う開発行為（１ｈａ未満）は必
要ありません。

（添付図書）
１．工事施行者の住民票抄本（法人の場合は商業登記簿謄本）
２．工事施行者が建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定による建設業の

許可を受けていることを証する書類
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様式３

第 号議案

開発審査会付議申請書

年 月 日

青森県知事 殿

申請者住所

（フリガナ）

氏 名 印

電 話 （ ）

下記のとおり開発（建築）行為をしたいので、青森県開発審査会に付議されたく申請します。

（フリガナ）
開発区域に含ま

１．れる地域の名称
又は
土地の所在地番

土 地 の 地 目
２． （地目） （実測） ㎡及 び 面 積

用 途予定建築物等の
用途及び面積３．

建築面積 ㎡ 延べ面積 ㎡

都 市 計 画 法 法第３４条第１４号 （ 開 発 行 為 ）
該 当 条 項 令第３６条第１項３号 ホ （ 建 築 行 為 ）４．

５．備 考

１．(イ) 位置図（縮尺1/50,000以上）
(ロ) 区域図（縮尺1/2,500以上）
(ハ) 土地利用計画図（縮尺1/1,000以上）

添 (ニ) 造成計画断面図（縮尺1/1,000以上 （法第３４条第１４号に該当するもの））
付 (ホ) 建物平面図及び立面図（縮尺1/100以上）
書
類 ２．書類はＡ４判の大きさに折り、左綴りとすること
及
び ３．提出部数１０部（県建築住宅課到達分）
作
り ４．申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合において
方 は、押印を省略することができる。

（注）後日、現地調査に行きますので、申請地（現地）が分かるように申請者の氏名等を
書いた看板を申請地（現地）に掲示して下さい。
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様式４

設 計 説 明 書

開 発 区 域 の
地 名 地 番

別 紙設 計 の 方 針

工区 第 一 工 区 計
工 区 区 分

地番

面積 ㎡

地 目 宅 地 農 地 山 林 そ の 他 計
地
目 地 番 ㎡

開発区域内の 別
面 積 ％

土 地 の 現 況 所 所有者別 自己所有 買収予定 他人所有 そ の 他 計
有
者 面 積 ㎡
別

割 合 ％

区分 住 宅 用 地 公共施設用地 計住 宅 用 地 その他の
以外の用地 用 地

土地利用計画
面積 ㎡

割合 ％

住 宅 用 地 道 路 配 置
街 区 の 設 計

最大面積 最小面積 平均面積 区 画 数 幅員
方 針

延長

区 分 道路用地 公園用地 その他用地 計

面 積 ㎡

公共施設等の 割 合 ％

管理者

用地の帰属

整 備 計 画 そ 給 水 施 設
の
他 電 気 施 設
の
施 ガ ス 施 設
設

下水道等の施設

※ 設計の方針は裏面参照
備

考
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（裏面）

設計の方針には概ね次の内容を記入すること（別紙とする ）。

１．計画の主旨

２．開発の適地性

(1) 位置関係

(2) 地目、地形、地質等

(3) 周辺の道路状況

３．開発の手法

(1) 造成計画（盛土、切土、擁壁等）

(2) 区画内道路

(3) 排水施設

(4) 給水施設（消防水利施設を含む ）。

(5) 公園、緑地等

(6) 住区
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様式５

開発行為の施行等の同意書

年 月 日

開発者 住 所

氏 名 様

権利者 住 所

氏 名 印

電 話 （ ）

、 。私が権利を有する次の物件について 開発行為及び開発行為に関する工事を行うことに同意します

なお、当該物件が公共施設の用に供する土地となる場合があっても異議ありません。

物 件 の 種 類 所 在 及 び 地 番 面 積 権 利 の 種 類 摘 要

㎡

（注）
・ 印は実印を押印し、印鑑登録証明書を添付すること。

・ 開発行為の施行又は開発行為に関する工事の施行に関し、権利者が２以上になるときには別紙の
開発区域内権利者一覧表を添付すること。
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別紙（様式５）

開発区域内権利者一覧表

物件の種類 所在及び地番 地 目 面 積 権利の種別 権利者の氏名 同意の有無 摘 要

注 １．物件の種類の欄には土地・建物等の種別を記入すること。

２．権利の種類の欄には所有権・抵当権等の別を記入すること。

３．同意の有無の欄にはその旨を記入し協議中の場合はその経過を示す説明書を添えること。
（申請者と土地所有者等が同じ場合は記入する必要はありません ）。

４．同一物件に権利者が２人以上ある場合は、摘要の欄にその旨を記入すること。
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様式６

設計者の資格に関する申告書

年 月 日

青森県知事 殿

設計者住所

（フリガナ）

氏 名 印

電 話 （ ）

都市計画法第 条に規定する設計者の資格について，次のとおり申告します。31

記

都市計画法施行規則第１９条 イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト１ 該 当 資 格 第１号
第２号

学 校 名 所在地
資格に関する２
最 終 学 歴 修 業 卒 業学部名・専攻学科 年 月

年 月 中 退

名 称

３ 登 録 番 号 等資 格
免 許 等

取 得 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

在 職 期 間 職 務 内 容勤 務 先
４ 所 在 地 職 名の 名 称

年月～年月 年 月 数
実
務
経
歴

事 業 主 名 工事施行者 施 行 場 所 面 積 ㎡ 設 計 年 月 日（ ）

５ 設 計 経 歴

（注） この申告書は、開発面積が１ヘクタール以上の場合に必要です。

（添付図書）
「２ 「３」欄のそれぞれの当該申告事項を証する書類。」
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様式７

開 発 行 為 変 更 許 可 申 請 書

※ 県収入証紙貼付欄
都市計画法第３５条の２第１項の規定により、開発行為の （消印はしないこと）

変更の許可を申請します。

年 月 日

青森県知事 殿

許可申請者 住 所

氏 名 印

電 話 （ ）
開発区域に含まれる地域の名称

１
（ 区 域 の 地 名 ・ 地 番 ）開

（地目） （実測） 平方メートル
発 ２ 開 発 区 域 の 面 積

行
３ 予 定 建 築 物 等 の 用 途

為

の ４ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名

変 自己の居住の用に供するもの、
５ 自己の業務の用に供するもの、

更 その他のものの別

法 第 ３ ４ 条 の 該 当 号 及 びの ６
該 当 す る 理 由

概
７ 設 計 の 内 容

要

８ そ の 他 必 要 な 事 項

開 発 許 可 の 許 可 番 号 年 月 日 第 号

変 更 の 理 由

備考 １ 変更許可申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合
においては、押印を省略することができる。

２ 「法第３４条の該当号及び該当する理由」の欄には、申請に係る開発行為の変更が市
街化調整区域内において行われる場合に記載すること。

３ 「その他必要な事項」の欄には、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他
の法令による許可、認可等を要する場合には、その手続きの状況を記載すること。

４ 開発行為の変更の概要（ その他必要な事項」を除く ）は、変更前及び変更後の内容「 。
を対照させて記載すること。

市 町 村 受 付 欄 地 域 県 民 局 受 付 欄 県 受 付 欄
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様式８

開 発 行 為 変 更 協 議 書

都市計画法第３４条の２第１項の規定により、開発行為の変更の協議をします。

年 月 日

青森県知事 殿

許可申請者 住 所

氏 名 印

電 話 （ ）

開発区域に含まれる地域の名称
１

（ 区 域 の 地 名 ・ 地 番 ）開
（地目） （実測） 平方メートル

発 ２ 開 発 区 域 の 面 積

行
３ 予 定 建 築 物 等 の 用 途

為

の ４ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名

変 自己の居住の用に供するもの、
５ 自己の業務の用に供するもの、

更 その他のものの別

法 第 ３ ４ 条 の 該 当 号 及 びの ６
該 当 す る 理 由

概
７ 設 計 の 内 容

要

８ そ の 他 必 要 な 事 項

開 発 許 可 の 協 議 成 立 番 号 年 月 日 第 号

変 更 の 理 由

備考 １ 変更協議者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合
においては、押印を省略することができる。

２ 「法第３４条の該当号及び該当する理由」の欄には、申請に係る開発行為の変更が市
街化調整区域内において行われる場合に記載すること。

３ 「その他必要な事項」の欄には、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他
の法令による許可、認可等を要する場合には、その手続きの状況を記載すること。

４ 開発行為の変更の概要（ その他必要な事項」を除く ）は、変更前及び変更後の内容「 。
を対照させて記載すること。

市 町 村 受 付 欄 地 域 県 民 局 受 付 欄 県 受 付 欄
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様式９

開 発 行 為 変 更 届 出 書

年 月 日

青森県知事 殿

届出者 住 所

氏 名 印

電 話 （ ）

、 、 。都市計画法第３５条の２第３項の規定に基づき 開発行為の変更について 下記により届け出ます

記

１．変更に係る事項

２．変更の理由

３．開発許可許可（協議成立）番号 平成 年 月 日 第 号

備考 ・変更に係る事項は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。
・変更の内容を示す図書を添付すること。
・届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、
押印を省略することができる。

市 町 村 受 付 欄 地 域 県 民 局 受 付 欄 県 受 付 欄
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様式１０

既 存 の 権 利 届 出 書

年 月 日

青森県知事 殿

届出者 住 所

氏 名 印

電 話 （ ）

都市計画法第３４条第１３号の規定により、下記のとおり権利を有することを届け出ます。

記

届 出 者 の 職 業
（ 、 ）法人にあっては その業務内容

所 在 ・ 地 番

土 地 地 目

地 積

市街化調整区域に関する都市計画
が決定（区域拡張）された際の土
地又は土地の利用に関する所有権
以外の権利を有していた目的

土地の利用に関する所有権以外の
権利を有する場合、その権利の種
類及び内容

備 考

備考 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印
を省略することができる。

注 １．自己居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあっては、届出者の職業欄
の記載は要しない。

２．土地の所在、地番、地目等その他の土地に関する権利を証明する書類を添付すること。
（所有権以外）

３．農地転用に係るものについては、農地転用許可書等を添付すること。
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様式１１

工事完了公告前の建築（建設）承認申請書

年 月 日
青森県知事 殿

申請者 住 所

氏 名 印

電 話 （ ）

都市計画法第３７条第１号の規定により、工事完了公告前の建築（建設）の承認を申請します。

開発行為許可（協議成立）年月日番号 年 月 日 第 号

開発区域に含まれる地域の
名称（区域の地名・地番）

建築（建設）しようとする
土 地 の 所 在 及 び 面 積

建 築 物 （ 特 定 工 作 物 ） の
規 模 及 び 構 造

建築物（特定工作物）の用途

建築(建設)に係る工事の期間

申 請 の 理 由

※ 市 町 村 受 付 欄 ※ 地 域 県 民 局 受 付 欄 ※ 県 受 付 欄

（注）届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印
を省略することができる。

（添付書類）
１．付近見取図
２．承認申請区域を明示した土地利用計画図
３．建築物又は特定工作物の配置図（縮尺３００分の１以上のもの）
４．建築物又は特定工作物の平面図及び２面以上の立面図（縮尺１００分の１以上のもの）
５．承認申請区域の現況写真
６．承認申請区域の存する土地の登記簿謄本及び公図の写し
７．承認申請区域の面積を算出した図面
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様式１２

建 築 物 の 特 例 許 可 申 請 書

都市計画法第４１条第２項ただし書きの規定により、建築 ※ 県収入証紙貼付欄
物の特例の許可を申請します。 （消印はしないこと）

年 月 日

青森県知事 殿

許可申請者 住 所

氏 名 印

電 話 （ ）

年 月 日 第 号
開発行為許可（協議
成立）年月日番号

開発許可を受けた者
の住所・氏名

敷地面積に対する建築面積の割合

建 築 物 の 高 さ

法第４１条第１項の 壁 面 の 位 置

制限の内容 建 築 物 の 敷 地そ
の

建 築 物 の 構 造他
制

建 築 物 の 設 備限

建築物を建築しよう
とする土地の所在

建 築 物 の 用 途 工事の種別

平方メートル建築物の敷地面積 建 築 面 積平方メートル

敷地面積に対する建築面積の割合

建 築 物 の 高 さ

壁 面 の 位 置
制限の特例申請事項

そ 建 築 物 の 敷 地
の
他 建 築 物 の 構 造
制
限 建 築 物 の 設 備

申 請 の 理 由

注１ 付近見取図、許可申請区域を明示した土地利用計画図、建築物の配置図（縮尺３００分の１以
上のもの 、平面図及び２面以上の立面図（縮尺１００分の１以上のもの））

２ 許可申請区域の存する土地の登記簿謄本及び公図の写し、土地の面積を算出した図面
３ 申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印
を省略することができる。

※ 市 町 村 受 付 欄 ※ 地 域 県 民 局 受 付 欄 ※ 県 受 付 欄
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様式１３

予定建築物等以外の建築物等の建築等許可申請書

都市計画法第４２条第１項ただし書きの規定により、予定 ※ 県収入証紙貼付欄
建築物等以外の建築物等の建築等の許可を申請します。 （消印はしないこと）

年 月 日

青森県知事 殿

許可申請者 住 所

氏 名 印

電 話 （ ）

年 月 日 第 号
開発許可の許可（協議
成 立 ） 年 月 日 番 号

開発許可を受けた者の
住 所 ・ 氏 名

開発区域に含まれる
地 域 の 名 称

開発許可を受けた際の
予定建築物等の用途

土地の所在

予定建築物等以外の
建 築 物 の 建 築 等 地 目
又 は 特 定 工 作 物 の
新 設 の 概 要 土地の面積

用 途

申 請 の 理 由

（注）届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印
を省略することができる。

（添付図書）
１ 付近見取図
２ 許可申請区域を明示した土地利用計画図
３ 建築物の配置図（縮尺３００分の１以上のもの）
４ 建築物の平面図及び２面以上の立面図（縮尺１００分の１以上のもの）
５ 許可申請区域の存する土地の登記簿謄本及び公図の写し
６ 許可申請区域の面積を算出した図面

市 町 村 受 付 欄 地 域 県 民 局 受 付 欄 県 受 付 欄
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様式１４

地 位 承 継 届 出 書

年 月 日

青森県知事 殿

届出者 住 所

氏 名 印

電 話 （ ）

都市計画法第４４条の規定により、下記のとおり許可に基づく地位を承継したので届け出ます。

記

１ 開発許可を受けた者の氏名
又は名称開

発
許 ２ 開発許可年月日及び番号 年 月 日 第 号
可
の

３ 開発許可を受けた地域の名称概
要

４ 被承継人の住所及び氏名又は名称

５ 承 継 年 月 日 年 月 日

６ 承 継 の 理 由

（添付書類）
１ 相続人の場合、戸籍謄本又は届出者と開発許可者との関係を証する書類
２ 法人の場合、合併前である開発許可者との関係を証する書類

※ 市 町 村 受 付 欄 ※ 地 域 県 民 局 受 付 欄 ※ 県 受 付 欄
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様式１５

地位の承継の承認申請書

都市計画法第４５条の規定により、許可に基づく地位の承 ※ 県収入証紙貼付欄
継を申請します。 （消印はしないこと）

年 月 日

青森県知事 殿

申請者 住 所

氏 名 印

電 話 （ ）

開 発 許 可 の 許 可
年 月 日 第 号

（ 協 議 成 立 ） 番 号

許可に係る地域の名称

住 所
被 承 継 人 の

氏 名

承 継 年 月 日 年 月 日

取 得 し た 権 原 の 内 容

（備考）
申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印

を省略することができる。

（添付書類）
１ 土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
２ 省令第１６第５項に定める資金計画書
３ 申請者の資力及び信用に関する調書（様式１）
４ 申請者の住民票抄本（法人の場合は商業登記簿謄本）
５ 申請者の所得税及び個人事業税の前年における納付すべき額及び納付済額を証する書面（法人
の場合は法人税及び法人事業税の前事業年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面）

６ 工事施行者の能力に関する調書（様式２）
７ 工事施行者の住民票抄本（法人の場合は商業登記簿謄本）
８ 工事施行者が建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定による建設業の許可
を受けていることを証する書類

※ 市 町 村 受 付 欄 ※ 地 域 県 民 局 受 付 欄 ※ 県 受 付 欄



- 25 -

開 発 登 録 簿 様
式

開 番 号発 許 可 第 号
受 付 番 号 １

（指令第 号）
開発許可を受けた ６

（開 番号）発協議成立 年 月 日
年 月 日 者の住所及び氏名

第 号
開

面 積
発 開発区域に含まれる 平方メートル

行 地域の名称及び面積 該 当 条 項
法第３４条第 号

為
□市 街 化 区 域 第 １ 種 低 住 専 第 ２ 種 住 居 工 業 工事予定年月日 予定建築物等の用途

の □市 街 化 調 整 区 域 第 ２ 種 低 住 専 準 住 居 工 業 専 用
区 域 ・ 地 域 □非線引都市計画区域 第１種中高住専 近 隣 商 業 指 定 な し 着工 年 月 日

許 予 定 建 築 物 等 □準 都 市 計 画 区 域 第２種中高住専 商 業
□ 都市計画区域及び 第 １ 種 住 居 準 工 業 完了 年 月 日

可 準 都 市 計 画 区 域 外
法第４１条第１項 許可に附した条件
の 制 限 の 内 容
工事施行者の住所
及 び 氏 名

地
位 承 継 承 認 番 号 年 月 日第 号 受 付 番 号 年 月 日第 号
の
承 承 認 人 の 住 所
継 及 び 氏 名

完 了 検 査 済 証 交 付 年 月 日 完 了 公 告 年 月 日 工 区

工 年 月 日第 号 年 月 日第 号 第 工区

事 年 月 日第 号 年 月 日第 号 第 工区 変更許可 年 月 日第 号

完 年 月 日第 号 年 月 日第 号 第 工区 変更許可 年 月 日第 号

了 完了時の地名地番 備 考

検

査

（ ）法 第 ３ ７ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 承 認 年 月 日 第 号 指令第 号

（ ）法第４２条第１項ただし書の建築等の許可 年 月 日 第 号 指令第 号
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様式１７

年 月 日

青森県知事 殿

申請者 住 所

氏 名 印

電 話 （ ）

開発登録簿の写しの交付申請書

都市計画法第４７条第５項の規定により、下記のとおり開発登録簿の写しの交付を申請します。

記

１ 開発許可（協議成立）を受けた者

住所

氏名

２ 開発許可（協議成立）年月日及び番号

平成 年 月 日 第 号

（指令第 号）

３ 写しの枚数 枚

（注） 申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押
印を省略することができる。
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様
式

１
８

都
市
計
画
法
に
よ
る
命
令
の
公
示

土
地
又
は
工
作
物
等
の
所
在
地

命
令
を
受
け
た
者
の
住
所
・
氏
名

こ
の
土
地
又
は
工
作
物
等
は
、
都
市
計
画
法
に
違
反
し
て
い
る
の
で
、
平
成

年

上以

月

日
付
け
で
、
同
法
第
八
十
一
条
に
基
づ
き

を

ルト

命
じ
た
。

－メ

注

チン

１

こ
の
標
識
を
損
壊
し
た
も
の
は
、
公
文
書
毀
棄
罪
で
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

セ０

２

こ
の
命
令
に
違
反
し
て
、

を
行
っ
た
場
合
は
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

６

水
道
事
業
者
名

水
道

３

年

月

日

電
気
事
業
者
名

に
対
し
て

電
気

の
供
給
の

ガ
ス
事
業
者
名

ガ
ス

申
込
み
の
承
諾
を
保
留
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
ま
す
。

年

月

日

青
森
県
知
事

４
５

セ
ン

チ
メ

－
ト

ル
以

上
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様式１９

都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書

都市計画法施行規則第６０条の規定により、次のとおり建築物 ※県証紙貼付欄
（ ）等が都市計画法の規定に適合している旨の証明書の交付を申請し 消印はしないこと

ます。

年 月 日

青森県知事 殿

申請者 住所

氏名 印

電話 （ ）

建築（建設）しよう
とする土地の所在

□市街化区域 □市街化調整区域
区 域 区 分 □非線引都市計画区域

□準都市計画区域 □区域外

用 途 地 域

該 当 項 号 第 項 第 号

法第２９条に該当す
内 容

る場合

該 当 項 号 第 項 第 号

法第４３条に該当す
内 容

る場合

該 当 条 項 第 条 第 項
法第３５条の２、第

内 容
４１条、第４２条に
該当する場合

開 発 行 為 有 無 （ ㎡）

敷 地 面 積 ㎡

用 途
建 築 （ 建 設 ）
計 画 の 概 要

工事の種別

そ の 他

上記のとおり都市計画法の規定に適合していることを証明します。

年 月 日

青森県知事

（注）申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印
を省略することができる。

※ 添付図書は裏面参照
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（裏面）

１ 付近見取図

２ 建築物又は特定工作物の配置図（縮尺３００分の１以上のもの）

３ 建築物又は特定工作物の平面図及び２面以上の立面図（縮尺１００分の１以上のもの）

４ 申請に係る土地の面積を算出した図面

、 、 、５ 申請に関する計画が法第２９条第１項若しくは第２項 第３５条の２第１項 第４１条第２項
第４２条又は第４３条第１項の規定に適合していることを証する図書
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様式２０

年 月 日交付 第 号

（使用期間 年）

所 属 職 名 氏 名

（都市計画法に基づく土地）

立 入 検 査 証

青 森 県 知 事

（裏面）

この証明書を携帯する者は都市計画法により、他人の土地に立入検査をする職権を行う者
で、その関係条文は次のとおりです。

都 市 計 画 法 抜 粋

第８２条 国土交通大臣、都道府県知事若しくは指定都市等の長又はその命じた者若しくは
委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に
立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事
の状況を検査することができる。

２ 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し
ければならない。

３ 前項に規定する証明書は、関係人の請求あったときには、これを提示しなければならな
い。

４ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはな
らない。
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様式２１

副 申 書

年 月 日

青森県知事 殿

地域県民局長

別添申請書について、下記のとおり意見を添えて送付します。

記

開発区域位置図
区域図の真否

許 可
についての意見

都 市 計 画 区 域 内 外

準 都 市 計 画 区 域 内 外

用途地域名及び地区
名

基準法による地域
市 （該当地域に○印を 防 火 地 域 防火 ・ 準防火 ・ 指定なし

付すこと）
町 都 市 計 画 路 線 内 外

村 市街化区域及び市街
化調整区域の区分

記
都市計画上の支障の

載 有 無

事 その他法律による
地域地区又は区域

項
許 可
に つ い て の 意 見

住 所
備 考 申請書

氏 名

別添のとおり申請があったので、副申書を添えて送付します。

平成 年 月 日

市町村長
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副申書 別紙

建築基準法 第４２条 第 項 第 号 ・ 幅員 ｍ

前 面 道 路

国・県・市・町・村・農・私・その他

都 市 計 画 道 路 内 幅員 ｍ 外

崖 地 角度 度 高さ ｍ

災 害 危 険 区 域 内 外

都市計画法第３４条
第１１号の指定区域 内 外

照 合 者
電話 （ ）
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